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報
告
第
　
４
　
号

［
単
位
　
円
］

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

既
 
収
 
入

特
定
財
源

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
 
の
 
他

情
報

管
理

費
3
6
,
7
4
5
,
0
0
0

2
2
,
6
0
2
,
2
5
0

2
2
,
6
0
2
,
2
5
0

庁
舎

管
理

費
3
4
,
9
4
3
,
0
0
0

3
4
,
9
4
3
,
0
0
0

3
4
,
9
4
3
,
0
0
0

庁
舎

等
整

備
事

業
3
0
2
,
4
4
3
,
0
0
0

2
7
9
,
6
2
0
,
0
0
0

2
7
9
,
6
0
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

児
童

福
祉

経
費

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

9
,
6
5
9
,
0
0
0

9
,
6
5
9
,
0
0
0

私
立
保
育
所
運
営
等
助
成

1
,
6
0
0
,
0
0
0

1
,
6
0
0
,
0
0
0

1
,
6
0
0
,
0
0
0

衛
生

費
保
健
衛
生
費
母

子
保

健
事

業
4
7
,
5
3
3
,
0
0
0

4
,
7
8
0
,
0
0
0

4
,
3
1
2
,
0
0
0

4
6
8
,
0
0
0

産
業
経
済
費
農

業
費
土

地
改

良
事

業
8
,
0
0
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0
,
0
0
0

8
,
0
0
0
,
0
0
0

道
路

橋
梁

維
持

補
修

6
3
,
3
4
2
,
0
0
0

4
5
,
8
8
0
,
0
0
0

2
4
,
4
4
0
,
0
0
0

7
,
0
0
0
,
0
0
0

1
4
,
4
4
0
,
0
0
0

橋
梁

予
防

保
全

事
業

1
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

8
9
,
0
0
0
,
0
0
0

4
8
,
9
5
0
,
0
0
0

3
5
,
7
0
0
,
0
0
0

4
,
3
5
0
,
0
0
0

生
活
道
路
安
全
対
策
事
業

6
,
2
5
9
,
0
0
0

6
,
2
5
9
,
0
0
0

2
,
3
7
9
,
4
5
0

3
,
8
7
9
,
5
5
0

企
業
誘
致
関
連
道
路
整
備
事
業

1
9
,
0
0
0
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0
,
0
0
0

9
,
0
3
4
,
3
5
0

8
,
1
0
0
,
0
0
0

1
,
8
6
5
,
6
5
0

道
路

新
設

改
良

事
業

1
0
,
6
6
4
,
0
0
0

1
0
,
6
6
4
,
0
0
0

9
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
1
6
4
,
0
0
0

河
川

水
路

改
修

事
業

2
0
,
5
8
4
,
0
0
0

1
6
,
7
1
3
,
2
0
0

1
6
,
7
1
3
,
2
0
0

令
和
４
年
度
生
駒
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書 左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳
　
　
　
　

未
　
収
　
入
　
特
　
定
　
財
　
源

一
 
般
 
財
 
源

道
路
橋
梁

及
び
河
川
費

土
木

費

民
生

費
児
童
福
祉
費

総
務

費
総
務
管
理
費
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［
単
位
　
円
］

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

既
 
収
 
入

特
定
財
源

国
県
支
出
金

地
　
方
　
債

そ
 
の
 
他

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳
　
　
　
　

未
　
収
　
入
　
特
　
定
　
財
　
源

一
 
般
 
財
 
源

ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業

2
,
2
0
0
,
0
0
0

2
,
2
0
0
,
0
0
0

2
,
2
0
0
,
0
0
0

花
の
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
管
理
費

1
1
,
3
0
0
,
0
0
0

7
,
1
9
0
,
0
0
0

7
,
1
9
0
,
0
0
0

北
部
地
域
整
備
促
進
事
業

6
,
5
8
9
,
0
0
0

6
,
5
8
9
,
0
0
0

6
,
5
8
9
,
0
0
0

消
防

費
消

防
費
消
防
施
設
等
整
備
事
業

5
3
,
3
8
7
,
0
0
0

5
3
,
3
8
7
,
0
0
0

5
3
,
3
0
0
,
0
0
0

8
7
,
0
0
0

教
育
総
務
費
学

校
教

育
事

務
1
1
,
9
6
8
,
0
0
0

1
1
,
9
6
8
,
0
0
0

1
1
,
9
6
8
,
0
0
0

小
学
校
費
小
学
校
施
設
管
理
事
業

1
1
,
4
6
2
,
0
0
0

3
,
8
1
0
,
8
4
0

3
,
8
1
0
,
8
4
0

中
学
校
費
中
学
校
施
設
整
備
事
業

2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0
,
0
0
0

社
会
教
育
費
生
涯
学
習
施
設
整
備
事
業

1
3
,
8
3
8
,
0
0
0

1
3
,
8
3
8
,
0
0
0

1
3
,
8
3
8
,
0
0
0

保
健
体
育
費
体

育
施

設
整

備
事

業
1
7
4
,
4
8
7
,
0
0
0

1
5
7
,
5
7
7
,
0
0
0

3
1
,
0
3
4
,
0
0
0

6
1
,
9
0
0
,
0
0
0

6
4
,
6
4
3
,
0
0
0

令
和
５
年
６
月
８
日
提
出

生
駒
市
長
小
紫
雅

史

教
育

費

都
市
計
画
費

土
木

費
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国
庫

補
助

金
納

  
付
 
 
金

損
益
勘
定

留
保
資
金

 
　

　
円

円
円

円
円

円
円

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

新
設
改
良
事
業

49
3,

87
2,
00
0

10
8,
21
0,
00
0

38
3,
04
0,
00
0

0
27
,1

2
5
,
0
0
0

3
5
5
,
9
1
5
,
0
0
0

2
,
6
2
2
,
0
0
0

0

生
駒
市
長
　
小
　
紫
　
雅
　
史

　
　
　
　
令
和
５
年
６
月
８
日
提
出

款
項

事
　
業
　
名

予
算
計
上

額
支

払
義

務
発

生
額

説
　
　
明

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源
内
訳

報
告

第
　

５
　

号

不
 
 
用
 
 
額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

令
和
４
年
度
生
駒
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設

改
良

費
の

繰
越

額
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［
単
位

　
円
］

国
庫

補
助

金
企
　

業
　
債

損
益
勘
定

留
保
資
金

資
本

的
支

出
建

設
改

良
費

新
設

改
良

事
業

1
5
6
,
3
2
8
,
0
0
0

3
3
,
8
2
8
,
0
0
0

1
2
2
,
5
0
0
,
0
0
0

4
0
,
8
0
0
,
0
0
0

8
1
,
4
0
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

0
0

報
告

第
　

６
　

号

令
和
４
年
度
生
駒
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

地
方

公
営

企
業

法
第
２
６

条
第

１
項
の
規
定

に
よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

款
項

事
　

業
　
名

予
算

計
上

額
支

払
義

務
発

生
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の
財
源
内
訳

　
　
 
　

生
駒
市
長

　
小
　

紫
　
雅

　
史

不
用
額

翌
年
度
繰

越
額
に

係
る
繰
越

を
要
す
る
た

な
卸
資
産

の
購
入
限

度
額

説
明

　
令
和
５

年
６
月

８
日
提
出
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報告第 ７ 号 

 

生駒市国民保護計画の変更の報告について 

 

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第３５条第８項において準用する同条第６項の規定により、生駒

市国民保護計画を下記のとおり変更したので報告する。 

 

  令和５年６月８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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記
 

 生
駒
市
国
民
保
護
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
 

 １
 
国
民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
及
び
県
国
民
保
護
計
画
の
変
更
に
伴
う
変
更
 

No
 

条
項
 

変
更
前
 

変
更
後
 

改
正
理
由
等
 

1 
第

1
編
 

第
4
章
 

 (
6)
 

P1
3 

原
子
力
施
設
は
、
市
内
に
存
在
し
な
い
た
め
、
放
射
性
物
質
等
の
放
出
に
よ
る

原
子
力
緊
急
事
態
発
生
時
の
市
民
の
避
難
等
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
が
、
原
子
力
災
害
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
と
、
本
市
の
近
く
に
あ
る
原
子
力

事
業
所
の
把
握
が
必
要
と
な
る
。
本
市
に
隣
接
す
る
原
子
力
事
業
所
は
次
の
と

お
り
。
 

原
子
力
施
設
は
、
市
内
に
存
在
し
な
い
た
め
、
放
射
性
物
質
等
の
放
出
に
よ
る

原
子
力
緊
急
事
態
発
生
時
の
市
民
の
避
難
等
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
が
、
原
子
力
発
電
所
が
立
地
す
る
福
井
県
敦
賀
市
か
ら
の
避
難
者
の
受
け
入

れ
に
つ
い
て
積
極
的
に
協
力
し
て
い
く
。
 

ま
た
、
近
畿
大
学
原
子
力
研
究
所
に
お
い
て
万
が
一
危
機
事
象
が
発
生
し
た

場
合
も
、
関
係
周
辺
市
町
村
と
し
て
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
近
畿
大
学
原
子

力
研
究
所
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。
 

「
原
子
力
災
害

時
に
お
け
る
敦

賀
市
民
の
県
外

広
域
避
難
に
関

す
る
協
定
」
締

結
及
び

H2
6
県

国
民
保
護
計
画

改
正
（
第

1
編

4
章

8）
を
反
映
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2 
第

2
編

第
1
章
 

第
3 

(1
) 

P2
1 

→
P2
2 

市
は
、
国
民
保
護
措
置
の
実
施
に
関
し
、
非
常
通
信
体
制
の
整
備
、
応
急
対

策
等
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
対
策
の
推
進
を
図
る
も
の
と
し
、
自
然
災
害

そ
の
他
の
非
常
時
に
お
け
る
通
信
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
こ
と
等
を
目
的
と
し

て
、
関
係
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
、
電
気
通
信
事
業
者
等
で
構
成
さ
れ
た
非
常

通
信
協
議
会
と
の
連
携
に
十
分
配
慮
す
る
。
 

市
は
、
国
民
保
護
措
置
の
実
施
に
関
し
、
非
常
通
信
体
制
の
整
備
、
応
急
対

策
等
重
要
通
信
の
確
保
に
関
す
る
対
策
の
推
進
を
図
る
も
の
と
し
、
自
然
災
害

そ
の
他
の
非
常
時
に
お
け
る
通
信
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
こ
と
等
を
目
的
と
し

て
、
関
係
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
、
電
気
通
信
事
業
者
等
で
構
成
さ
れ
た
非
常

通
信
協
議
会
と
の
連
携
に
十
分
配
慮
す
る
。
 

 
ま
た
、
市
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
警
報
や
避
難
措
置
の
指
示
等
が

迅
速
か
つ
確
実
に
通
知
・
伝
達
さ
れ
る
よ
う
、
緊
急
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
（
Em
-N
et
）、

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
J-
AL
ER
T）
、
防
災
行
政
無
線
等

を
中
心
に
、
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
LG
WA
N）

等
の
公
共
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等

の
情
報
通
信
手
段
を
的
確
に
運
用
・
管
理
・
整
備
を
行
う
。
 

H2
5・

26
政
府

基
本
指
針
改
正

及
び

H2
6
県
国

民
保
護
計
画
の

改
正
（
2
編

1

章
3
節
）
の
反

映
(市

に
関
係

な
い
中
央
防
災

無
線
、
消
防
防

災
無
線
、
政
府

共
通
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
は
省
略
) 
 

3 
第

2
編
 

第
1
章
 

第
4-
2 

P2
3 

(1
) 
警
報
の
伝
達
体
制
の
整
備
 

市
は
、
知
事
か
ら
警
報
の
内
容
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
の
住
民
及
び
関
係
団

体
へ
の
伝
達
方
法
等
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
と
と
も
に
、
伝
達
方

法
等
の
周
知
を
図
る
。
 

(1
) 
警
報
の
伝
達
体
制
の
整
備
 

市
は
、
知
事
か
ら
、
ま
た
は
内
閣
官
房
か
ら
緊
急
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
（
Em
-N
et
）
、
消
防
庁
か
ら
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
J-
AL
ER
T）

等
に

よ
り
警
報
の
内
容
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
の
住
民
及
び
関
係
団
体
へ
の
伝
達
方

法
等
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
と
と
も
に
、
伝
達
方
法
等
の
周
知
を

図
る
。
 

H2
5
政
府
基
本

指
針
改
正
及
び

H2
6
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

の
反
映
（
2
編

1

章
4
節
第

2-
1）
 

4 
同
上
 

P2
4 

(5
) 
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
に
対
す
る
警
報
の
伝
達
の
た
め
の
準
備
 

市
は
、
知
事
か
ら
警
報
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
と
き
に
、
 

(5
) 
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
に
対
す
る
警
報
の
伝
達
の
た
め
の
準
備
 

 
市
は
、
知
事
か
ら
、
ま
た
は
内
閣
官
房
か
ら
緊
急
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
（
Em
-N
et
）
、
消
防
庁
か
ら
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
J-
AL
ER
T）

等
に

よ
り
警
報
の
内
容
の
通
知
を
受
け
た
と
き
に
、
 

H2
5
政
府
基
本

指
針
改
正
及
び

H2
6
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

の
反
映
（
2
編

1

章
4
節
第

2-
2）
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5 
第

2
編
 

第
1
章
 

第
5-
2 

(1
) 

P2
6 

訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
具
体
的
な
事
態
を
想
定
し
、
防
災
訓
練
に
お

け
る
シ
ナ
リ
オ
作
成
等
、
既
存
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
県
警
察
、

自
衛
隊
等
と
の
連
携
を
図
る
。
 

訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
具
体
的
な
事
態
を
想
定
し
、
防
災
訓
練
に
お

け
る
シ
ナ
リ
オ
作
成
等
、
既
存
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
県
警
察
、

自
衛
隊
等
と
の
連
携
に
よ
る
、
Ｎ
Ｂ
Ｃ
攻
撃
等
に
よ
り
発
生
す
る
武
力
攻
撃
災

害
へ
の
対
応
訓
練
、
広
域
に
わ
た
る
避
難
訓
練
、
地
下
へ
の
避
難
訓
練
等
武
力

攻
撃
事
態
等
に
特
有
な
訓
練
等
に
つ
い
て
、
人
口
密
集
地
を
含
む
様
々
な
場
所

や
想
定
で
行
う
と
と
も
に
、
実
際
に
資
機
材
や
様
々
な
情
報
伝
達
手
段
を
用
い

る
な
ど
実
践
的
な
も
の
と
す
る
よ
う
努
め
る
。
 

H2
9
政
府
基
本

指
針
改
正
及
び
 

H3
0
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

の
反
映
（
第

2

編
1
章

5
節
第

2-
1）

 

6 
第

3
編

第
4
章
 

第
1-
1 

(1
) 

P4
6 

市
長
は
、
知
事
か
ら
警
報
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
伝
達
方
法
（
伝
達
先
、
手
段
、
伝
達
順
位
）
に
よ
り
、
速
や
か
に
住
民
及

び
関
係
の
あ
る
公
私
の
団
体
（
消
防
団
、
自
治
会
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
農
業

協
同
組
合
、
商
工
会
議
所
、
病
院
、
学
校
な
ど
）
に
警
報
の
内
容
を
伝
達
す
る
。 

市
長
は
、
知
事
か
ら
、
ま
た
は
内
閣
官
房
か
ら
緊
急
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
（
Em
-N
et
）
、
消
防
庁
か
ら
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
J-
AL
ER
T）

等
に

よ
り
警
報
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
伝
達
方
法

（
伝
達
先
、
手
段
、
伝
達
順
位
）
に
よ
り
、
速
や
か
に
住
民
及
び
関
係
の
あ
る

公
私
の
団
体
（
消
防
団
、
自
治
会
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
農
業
協
同
組
合
、
商

工
会
議
所
、
病
院
、
学
校
な
ど
）
に
警
報
の
内
容
を
伝
達
す
る
。
 

H2
5
政
府
基
本

指
針
改
正
及
び
 

H2
6
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

の
反
映
（
3
編

4

章
1
節
第

2-
2）
 

7 
同
(2
) 

P4
6 

①
 
市
長
は
、
知
事
か
ら
警
報
が
通
知
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
市
の
各
執
行

機
関
、
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
警
報
の
内
容
を
通
知
す
る
。
 

①
 
市
長
は
、
知
事
か
ら
、
ま
た
は
内
閣
官
房
か
ら
緊
急
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
（
Em
-N
et
）
、
消
防
庁
か
ら
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
J-
AL
ER
T）

等
に
よ
り
警
報
が
通
知
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
市
の
各
執
行
機
関
、
そ

の
他
の
関
係
機
関
に
対
し
、
警
報
の
内
容
を
通
知
す
る
。
 

同
上
 

-8-



8 
同

上
 

図
内
 

P4
6 

※
 
市
長
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
警
報
の
内
容
を
掲
載
。
警
報
の
伝
達
に
あ
た
っ

て
は
、
防
災
行
政
無
線
の
ほ
か
拡
声
器
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
行
う
。
 

※
 
市
長
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
警
報
の
内
容
を
掲
載
。
警
報
の
伝
達
に
あ
た
っ

て
は
、
防
災
行
政
無
線
の
ほ
か
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
に
よ

り
行
う
。
 

第
4

章
第

1-
2(
1)
①

の
記

述
変
更
に
整
合
 

9 
第

3
編

第
4
章
 

第
1-
2 

(1
) 

P4
7 

①
 「

武
力
攻
撃
が
迫
り
、
又
は
現
に
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
地

域
」
に
市
が
含
ま
れ
る
場
合
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
車
載
の
拡
声
器
な
ど
で
国
が
定
め
た
サ
イ
レ
ン
を

最
大
音
量
で
吹
鳴
し
て
住
民
に
注
意
喚
起
し
た
後
、
広
報
車
に
よ
る
地
域
巡
回
、

消
防
団
や
自
主
防
災
組
織
に
よ
る
伝
達
、
自
治
会
等
へ
の
協
力
依
頼
な
ど
に
よ

り
、
警
報
が
発
令
さ
れ
た
事
実
を
速
や
か
に
周
知
す
る
。
 

①
  
「
武
力
攻
撃
が
迫
り
、
又
は
現
に
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
地

域
」
に
市
が
含
ま
れ
る
場
合
 

緊
急
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
Em
-N
et
）
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ

ム
（
J－

AL
ER
T）

で
緊
急
情
報
を
受
信
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
、
防
災
行
政

無
線
（
同
報
系
）
で
国
が
定
め
た
サ
イ
レ
ン
を
最
大
音
量
で
吹
鳴
し
て
住
民
に

注
意
喚
起
し
た
後
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
警
報
が
発
令
さ
れ
た
事
実
等

を
周
知
す
る
。
 

こ
の
際
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル
も
積
極
的
に
活
用
し
て
、
市
民
に
警
報
発
令
の

事
実
を
速
や
か
に
周
知
す
る
。
 

本
市
防
災
行
政

無
線
（
同
報
系
）

の
運
用
開
始
、

H2
5
政
府
基
本

指
針
改
正
及
び

H2
6
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

（
3
編

4
章

1

節
第

2-
2(
1)
）

の
反
映
 

-9-



10
 

同
(2
) 

P4
7 

市
長
は
、
消
防
機
関
と
連
携
し
、
あ
る
い
は
自
主
防
災
組
織
等
の
自
発
的
な

協
力
を
得
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
各
世
帯
等
に
警
報
の
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
体
制
を
整
備
す
る
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
防
本
部
は
保
有
す
る
車
両
・
装
備
を
有
効
に
活
用

し
、
巡
回
等
に
よ
る
伝
達
を
行
う
と
と
も
に
、
消
防
団
は
、
平
素
か
ら
の
地
域

と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
活
か
し
、
自
主
防
災
組
織
、
自
治
会
や
災
害
時
要
援

護
者
等
へ
の
個
別
の
伝
達
を
行
う
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活
か
し
た
効
率

的
な
伝
達
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
配
意
す
る
。
 

ま
た
、
市
は
、
県
警
察
の
交
番
、
駐
在
所
、
パ
ト
カ
ー
等
の
勤
務
員
に
よ
る

拡
声
機
や
標
示
を
活
用
し
た
警
報
の
内
容
の
伝
達
が
的
確
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ

る
よ
う
、
県
警
察
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
。
 

削
除
 

（
準
じ
た
内
容
を
本
章
第

2-
2(
4)
に
整
理
し
転
記
。
以
下
各
号
繰
り
上
が
り
）
 

前
号
①
の
変
更

に
整
合
 

避
難
実
施
要
領

の
周
知
手
段
と

し
て
は
引
き
続

き
必
要
と
考
え

ら
れ
る
（
令
和

4
年
度
国
民
保

護
訓

練
の

実

績
）
た
め
、
該

当
箇
所
に
転
記
 

11
 

第
3
編

第
4
章
 

第
2-
3 

(1
3)
 

P5
4 

避
難
住
民
の
復
帰
の
た
め
の
措
置
 

 
 
市
長
は
、
避
難
の
指
示
が
解
除
さ
れ
た
時
は
、
避
難
住
民
の
復
帰
に
関
す

る
要
領
を
作
成
し
、
避
難
住
民
を
復
帰
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。 

大
規
模
集
客
施
設
や
旅
客
輸
送
関
連
施
設
 

市
長
は
大
規
模
集
客
施
設
や
主
要
駅
に
つ
い
て
も
、
施
設
管
理
者
と
連
携

し
、
当
該
施
設
に
滞
在
す
る
者
等
に
つ
い
て
も
、
避
難
等
の
国
民
保
護
措
置

が
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
必
要
な
対
策
を
と
る
。
 

(1
4)
 避

難
住
民
の
復
帰
の
た
め
の
措
置
 

市
長
は
、
避
難
の
指
示
が
解
除
さ
れ
た
時
は
、
避
難
住
民
の
復
帰
に
関
す

る
要
領
を
作
成
し
、
避
難
住
民
を
復
帰
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。 

H2
5
政
府
基
本

指
針
改
正
及
び
 

H2
6
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

の
反
映
（
3
編

4

章
2
節
第

2）
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  12
 

第
3
編

第
4
章
 

第
2-
4 

表
内
 

P5
4 

→
P5
5 

（
弾
道
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
の
場
合
の
欄
）
 

こ
の
た
め
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
主
体
（
国
又
は
国
に
準
じ
る
者
）
の
意
図
等

に
よ
り
攻
撃
目
標
は
変
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
有
す
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の

精
度
に
よ
り
、
実
際
の
着
弾
地
点
は
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
た
め
、
す
べ
て
の

市
町
村
に
着
弾
の
可
能
性
が
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
、
対
応
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
 

加
え
て
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
主
体
（
国
又
は
国
に
準
じ
る
者
）
の
意
図
等
に

よ
り
攻
撃
目
標
は
変
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
有
す
る
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
精

度
に
よ
り
、
実
際
の
着
弾
地
点
は
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
市
町

村
に
着
弾
の
可
能
性
が
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
、
対
応
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
た
め
弾
道
ミ
サ
イ
ル
発
射
時
に
住
民
が
適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
国
（
内
閣
官
房
、
消
防
庁
等
）
が
作
成
す
る
各
種
資
料
等
を
活
用

し
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
－
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
）
に
よ
る
情
報
伝
達
及
び

弾
道
ミ
サ
イ
ル
落
下
時
の
行
動
に
つ
い
て
平
素
か
ら
周
知
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。
 

H2
9
政
府
基
本

指
針
改
正
及
び

H3
0
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

に
整
合
（
第

3

編
4
章

2
節
第

2-
1(
3)
③
）（

併

せ
て
表
現
の
重

複
を
修
正
）
 

13
 

第
3
編

第
5
章
 

3 
(2
) 

P5
9 

→
P6
0 

ま
た
、
県
と
連
携
し
て
、
Ｎ
Ｂ
Ｃ
攻
撃
に
よ
る
特
殊
な
医
療
活
動
の
実
施
に
留

意
す
る
。
 

ま
た
、
県
と
連
携
し
て
、
Ｎ
Ｂ
Ｃ
攻
撃
や
武
力
原
子
力
災
害
時
に
お
け
る
特
殊

な
医
療
活
動
、
避
難
住
民
等
（
運
送
に
使
用
す
る
車
両
及
び
そ
の
乗
務
員
を
含

む
。
）
の
避
難
退
域
時
検
査
（
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
及
び
簡
易
除
染
そ
の
他
放

射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
実
施
に
留
意

す
る
。
 

H2
6・

28
政
府

基
本
指
針
改
正

及
び

H2
6・

30

県
国
民
保
護
計

画
の
改
正
の
反

映
（
第

3
編

5

章
第

4(
1)
）
 

14
 

第
3
編
 

第
7
章

第
2-
1 

(4
)①

 

P6
6 

→
P6
7 

ま
た
、
措
置
に
当
た
る
要
員
に
防
護
服
を
着
用
さ
せ
る
と
と
も
に
、
被
ば
く

線
量
の
管
理
を
行
い
つ
つ
、
活
動
を
実
施
さ
せ
る
。
 

ま
た
、
措
置
に
当
た
る
要
員
に
防
護
服
を
着
用
さ
せ
る
と
と
も
に
、
被
ば
く
線

量
の
管
理
を
行
い
つ
つ
、
活
動
を
実
施
さ
せ
る
。
 

 
住
民
の
避
難
に
当
た
っ
て
は
、
避
難
住
民
等
（
運
送
に
使
用
す
る
車
両
及
び
そ

の
乗
務
員
を
含
む
。
）
の
避
難
退
域
時
検
査
（
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
及
び
簡
易

除
染
そ
の
他
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置

を
実
施
す
る
。
 

H2
6・

28
政
府

基
本
指
針
の
改

正
及
び

H2
6・

30
県
国
民
保
護

計
画
改
正
の
反

映
（
第

3
編

7

章
2
節
第

1-
4）
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２
 
関
係
法
令
の
改
正
等
に
伴
う
変
更
 

No
 

条
項
 

変
更
前
 

変
更
後
 

改
正
理
由
等
 

15
 

第
2
編
 

第
1
章
 

第
4-
3 

(1
) 

P2
4 

市
は
、
避
難
住
民
及
び
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
死
亡
し
又
は
負
傷
し
た
住
民

の
安
否
情
報
に
関
し
て
、
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
安
否
情
報
の
報
告
方

法
並
び
に
安
否
情
報
の
照
会
及
び
回
答
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め

る
省
令
」
（
以
下
「
安
否
情
報
省
令
」
と
い
う
。
）
第
１
条
に
規
定
す
る
様
式

第
１
号
及
び
様
式
第
２
号
に
よ
り
安
否
情
報
の
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
同
省

令
第
２
条
に
規
定
す
る
様
式
第
３
号
（
い
ず
れ
も
資
料
編
参
照
）
に
よ
り
、
県

に
報
告
す
る
。
 

市
は
、
避
難
住
民
及
び
武
力
攻
撃
災
害
に
よ
り
死
亡
し
又
は
負
傷
し
た
住
民

の
安
否
情
報
に
関
し
て
、
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
安
否
情
報
の
収
集
及

び
報
告
の
方
法
並
び
に
安
否
情
報
の
照
会
及
び
回
答
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な

事
項
を
定
め
る
省
令
」
（
以
下
「
安
否
情
報
省
令
」
と
い
う
。
）
第
１
条
に
規

定
す
る
様
式
第
１
号
及
び
様
式
第
２
号
に
よ
り
安
否
情
報
の
収
集
を
行
う
と
と

も
に
、
同
省
令
第
２
条
に
規
定
す
る
様
式
第
３
号
（
い
ず
れ
も
資
料
編
参
照
）

に
よ
り
、
県
に
報
告
す
る
。
 

当
該
省
令
の
名

称
変
更
に
よ
る
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同
上
 

P2
4

～

P2
5 

〔
１
〕
避
難
住
民
（
負
傷
し
た
住
民
も
同
様
）
 

①
 
氏
名
 

②
 
ふ
り
が
な
 

③
 
出
生
の
年
月
日
 

④
 
男
女
の
別
 

⑤
 
住
所
 

⑥
 
国
籍
（
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。
）
 

⑦
 
①
～
⑥
の
ほ
か
、
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
情
報
（
前
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
情
報
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
に
代
え
て
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑧
 
居
所
 

⑨
 
負
傷
又
は
疾
病
の
状
況
 

⑩
 
⑧
及
び
⑨
の
ほ
か
、
連
絡
先
そ
の
他
安
否
の
確
認
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

情
報
 

⑪
 
親
族
・
同
居
者
・
知
人
か
ら
の
照
会
へ
の
回
答
希
望
の
有
無
 

⑫
 
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
又
は
公
表

に
つ
い
て
の
同
意
の
有
無
 

〔
２
〕
死
亡
し
た
住
民
（
上
記
①
～
⑦
に
加
え
て
）
 

⑬
 
死
亡
の
日
時
、
場
所
及
び
状
況
 

⑭
 
遺
体
の
安
置
場
所
 

⑮
 
上
記
に
つ
い
て
、
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者
か
ら
の
照
会
に
対
す

る
回
答
へ
 
の
配
偶
者
又
は
直
近
の
直
系
親
族
等
か
ら
の
同
意
の
有
無
 

〔
１
〕
避
難
住
民
（
負
傷
し
た
住
民
も
同
様
）
 

①
 
氏
名
 

②
 
フ
リ
ガ
ナ
 

③
 
出
生
の
年
月
日
 

④
 
男
女
の
別
 

⑤
 
住
所
（
郵
便
番
号
を
含
む
。
）
 

⑥
 
国
籍
 

⑦
 
①
～
⑥
の
ほ
か
、
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
情
報
（
前
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
情
報
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
に
代
え
て
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑧
 
負
傷
（
疾
病
）
の
該
当
 

⑨
 
負
傷
又
は
疾
病
の
状
況
 

⑩
 
現
在
の
居
所
 

⑪
 
連
絡
先
そ
の
他
必
要
情
報
 

⑫
 
親
族
・
同
居
者
か
ら
の
照
会
へ
の
①
～
⑪
の
回
答
希
望
の
有
無
 

⑬
 
知
人
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
①
⑦
⑧
の
回
答
希
望
の
有
無
 

⑭
 
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
又
は
公
表

に
つ
い
て
の
同
意
の
有
無
 
 

〔
２
〕
死
亡
し
た
住
民
（
上
記
①
～
⑦
に
加
え
て
）
 

⑧
 
死
亡
の
日
時
、
場
所
及
び
状
況
 

⑨
 
遺
体
の
安
置
場
所
 

⑩
 
連
絡
先
そ
の
他
必
要
情
報
 

⑪
 
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
へ
の
配
偶

者
又
は
直
近
の
直
系
親
族
等
か
ら
の
同
意
の
有
無
 

安
否
情
報
省
令

の
改
正
の
反
映

(
現

行
省

令
の

様
式
の
記
載
項

目
に
整
合
) 
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第
3
編

第
5
章
 

3(
1)
 

P5
8 

→
P5
9

～
P6
0 

市
長
は
、
事
務
の
委
任
を
受
け
た
場
合
は
、「

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
救
援
の
程
度
及
び
方
法
の
基

準
」（

平
成
１
６
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
３
４
３
号
。
以
下
「
救
援
の
程
度
及
び

基
準
」
と
い
う
。）

及
び
県
国
民
保
護
計
画
の
内
容
に
基
づ
き
救
援
の
措
置
を
行

う
。
 

市
長
は
、「

救
援
の
程
度
及
び
基
準
」
に
よ
っ
て
は
救
援
の
適
切
な
実
施
が
困

難
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
知
事
に
対
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
特
別
な

基
準
の
設
定
に
つ
い
て
の
意
見
を
申
し
出
る
よ
う
要
請
す
る
。
 

市
長
は
、
事
務
の
委
任
を
受
け
た
場
合
は
、
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
救
援
の
程
度
及
び
方
法
の

基
準
」
（
平
成
２
５
年
内
閣
告
示
２
２
９
号
。
以
下
「
救
援
の
程
度
及
び
基
準
」

と
い
う
。
）
及
び
県
国
民
保
護
計
画
の
内
容
に
基
づ
き
救
援
の
措
置
を
行
う
。
 

市
長
は
、
「
救
援
の
程
度
及
び
基
準
」
に
よ
っ
て
は
救
援
の
適
切
な
実
施
が

困
難
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
知
事
に
対
し
、
内
閣
総
理
大
臣
に
特
別

な
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
の
意
見
を
申
し
出
る
よ
う
要
請
す
る
。
 

国
民
保
護
法
の

改
正
（
救
援
事

務
の
厚
生
労
働

省
か
ら
内
閣
府

へ
の

移
管

）
、

H2
6
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

の
反
映
（
3
編

5

章
第

3）
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第
3
編
 

第
6
章
 

図
内
 

収
集

項

目
 

P6
0 

→
P6
1 

１
 避

難
住
民
（
負
傷
し
た
住
民
も
同
様
）
 

①
 氏

名
 

②
 ふ

り
が
な
 

③
 出

生
の
年
月
日
 

④
 男

女
の
別
 

⑤
 住

所
 

⑥
 国

籍
（
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。
）
 

⑦
 ①

～
⑥
の
ほ
か
、
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
情
報
（
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
情
報
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
に
代
え
て
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑧
 居

所
 

⑨
 負

傷
又
は
疾
病
の
状
況
 

⑩
 ⑧

及
び
⑨
の
ほ
か
、
連
絡
先
そ
の
他
安
否
の
確
認
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情

報
 

⑪
 親

族
・
同
居
者
・
知
人
か
ら
の
照
会
へ
の
回
答
希
望
の
有
無
 

⑫
 親

族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
又
は
公
表
に

つ
い
て
の
同
意
の
有
無
 

２
 死

亡
し
た
住
民
（
上
記
①
～
⑦
に
加
え
て
）
 

⑬
 死

亡
の
日
時
、
場
所
及
び
状
況
 

⑭
 遺

体
の
安
置
場
所
 

⑮
上
記
に
つ
い
て
、
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者
か
ら
の
照
会
に
対
す
る

回
答
へ
の
配
偶
者
又
は
直
近
の
直
系
親
族
等
か
ら
の
同
意
の
有
無
 

１
 避

難
住
民
（
負
傷
し
た
住
民
も
同
様
）
 

①
 
氏
名
 

②
 
フ
リ
ガ
ナ
 

③
 
出
生
の
年
月
日
 

④
 
男
女
の
別
 

⑤
 
住
所
（
郵
便
番
号
を
含
む
。
）
 

⑥
 
国
籍
 

⑦
 
①
～
⑥
の
ほ
か
、
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
情
報
（
前
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
情
報
が
不
明
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
に
代
え
て
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑧
 
負
傷
（
疾
病
）
の
該
当
 

⑨
 
負
傷
又
は
疾
病
の
状
況
 

⑩
 
現
在
の
居
所
 

⑪
 
連
絡
先
そ
の
他
必
要
情
報
 

⑫
 
親
族
・
同
居
者
か
ら
の
照
会
へ
の
①
～
⑪
の
回
答
希
望
の
有
無
 

⑬
 
知
人
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
①
⑦
⑧
の
回
答
希
望
の
有
無
 

⑭
 
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
又
は
公
表

に
つ
い
て
の
同
意
の
有
無
 
 

２
 
死
亡
し
た
住
民
（
上
記
①
～
⑦
に
加
え
て
）
 

⑧
 
死
亡
の
日
時
、
場
所
及
び
状
況
 

⑨
 
遺
体
の
安
置
場
所
 

⑩
 
連
絡
先
そ
の
他
必
要
情
報
 

⑪
 
親
族
・
同
居
者
・
知
人
以
外
の
者
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
回
答
へ
の
配
偶

者
又
は
直
近
の
直
系
親
族
等
か
ら
の
同
意
の
有
無
 

安
否
情
報
省
令

の
改
正
の
反
映

(
現

行
省

令
の

様
式
の
記
載
項

目
に
整
合
) 
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第
3
編
 

第
6
章
 

1(
1)
 

P6
1

→

P6
2 

ま
た
、
安
否
情
報
の
収
集
は
、
避
難
住
民
の
誘
導
の
際
又
は
避
難
所
に
お
い

て
、
避
難
住
民
等
か
ら
任
意
で
収
集
し
た
情
報
の
ほ
か
、
住
民
基
本
台
帳
、
外

国
人
登
録
原
票
等
、
市
が
平
素
か
ら
行
政
事
務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
に
保
有

す
る
情
報
等
を
活
用
し
て
行
う
。
 

ま
た
、
安
否
情
報
の
収
集
は
、
避
難
住
民
の
誘
導
の
際
又
は
避
難
所
に
お
い

て
、
避
難
住
民
等
か
ら
任
意
で
収
集
し
た
情
報
の
ほ
か
、
住
民
基
本
台
帳
等
、

市
が
平
素
か
ら
行
政
事
務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
に
保
有
す
る
情
報
等
を
活
用

し
て
行
う
。
 

外
国
人
登
録
制

度
の
廃
止
（
住

民
基
本
台
帳
に

記
載
）
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第
3
編

第
7
章

第
3-
5 

(4
)P
71
 

→
P7
2 

市
長
は
、
(3
)に

よ
る
消
防
の
応
援
の
み
で
は
十
分
な
対
応
が
取
れ
な
い
と
判
断

し
た
場
合
又
は
武
力
攻
撃
災
害
の
規
模
等
に
照
ら
し
緊
急
を
要
す
る
な
ど
必
要

と
判
断
し
た
場
合
は
、
緊
急
消
防
援
助
隊
の
編
成
及
び
施
設
の
整
備
等
に
係
る

基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
計
画
及
び
緊
急
消
防
援
助
隊
運
用
要
綱
に
基
づ
き

（
以
下
略
）
 

市
長
は
、
(3
)に

よ
る
消
防
の
応
援
の
み
で
は
十
分
な
対
応
が
取
れ
な
い
と
判
断

し
た
場
合
又
は
武
力
攻
撃
災
害
の
規
模
等
に
照
ら
し
緊
急
を
要
す
る
な
ど
必
要

と
判
断
し
た
場
合
は
、
緊
急
消
防
援
助
隊
の
編
成
及
び
施
設
の
整
備
等
に
係
る

基
本
的
な
事
項
に
関
す
る
計
画
及
び
緊
急
消
防
援
助
隊
の
応
援
等
の
要
請
等
に

関
す
る
要
綱
に
基
づ
き
（
以
下
略
）
 

新
た
に
当
該
要

綱
が
策
定
さ
れ

た
た
め
。
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第
3
編

第
7
章

第
3-
5 

(6
) 

P7
1 

→
P7
2 

市
長
は
、
他
の
被
災
市
町
村
の
長
か
ら
相
互
応
援
協
定
等
に
基
づ
く
応
援
要
請

が
あ
っ
た
場
合
及
び
消
防
庁
長
官
に
よ
る
緊
急
消
防
援
助
隊
等
の
出
動
指
示
が

あ
っ
た
場
合
に
伴
う
消
防
の
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
（
以

下
略
）
 

市
長
は
、
他
の
被
災
市
町
村
の
長
か
ら
相
互
応
援
協
定
等
に
基
づ
く
応
援
要
請

が
あ
っ
た
場
合
及
び
消
防
庁
長
官
に
よ
る
緊
急
消
防
援
助
隊
等
の
出
動
の
求
め

又
は
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
伴
う
消
防
の
応
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る

た
め
に
（
以
下
略
）
 

緊
急
消
防
援
助

隊
の
応
援
等
の

要
請
等
に
関
す

る
要
綱
第

6
条

に
準
拠
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第
3
篇

第
8
章

③
 

P7
3 

→
P7
4 

市
は
、
被
災
情
報
の
収
集
に
当
た
っ
て
は
、
県
及
び
消
防
庁
に
対
し
火
災
・
災

害
等
即
報
要
領
（
昭
和
５
９
年
１
０
月
１
５
日
付
け
消
防
災
第
２
６
７
号
消
防

庁
長
官
通
知
）（

資
料
編
参
照
）
に
基
づ
き
、
電
子
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
に
よ
り

直
ち
に
被
災
情
報
の
第
一
報
を
報
告
す
る
。
 

市
は
、
被
災
情
報
の
収
集
に
当
た
っ
て
は
、
県
及
び
消
防
庁
に
対
し
火
災
・
災

害
等
即
報
要
領
（
昭
和
５
９
年
１
０
月
１
５
日
付
け
消
防
災
第
２
６
７
号
消
防

庁
長
官
通
知
）（

資
料
編
参
照
）
に
基
づ
き
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
直
ち
に
被
災

情
報
の
第
一
報
を
報
告
す
る
。
 

令
和

3
年

5
月

の
火
災
・
災
害

等
即
報
要
領
の

改
正
に
よ
る
。
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同
④

P7
3 

→
P7
4 

市
は
、
第
一
報
を
県
及
び
消
防
庁
に
報
告
し
た
後
も
、
随
時
被
災
情
報
の
収
集

に
努
め
る
と
と
も
に
、
収
集
し
た
情
報
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
様
式
（
資

料
編
参
照
）
に
従
い
、
電
子
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
に
よ
り
県
が
指
定
す
る
時
間

に
県
に
対
し
報
告
す
る
。
 

市
は
、
第
一
報
を
県
及
び
消
防
庁
に
報
告
し
た
後
も
、
随
時
被
災
情
報
の
収
集

に
努
め
る
と
と
も
に
、
収
集
し
た
情
報
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
様
式
（
資

料
編
参
照
）
に
従
い
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
県
が
指
定
す
る
時
間
に
県
に
対
し

報
告
す
る
。
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３
 
本
市
の
関
係
す
る
取
り
組
み
の
反
映
に
よ
る
変
更
 

No
 

条
項
 

変
更
前
 

変
更
後
 

改
正
理
由
等
 

24
 

 

第
1
編
 

第
4
章
 

(6
) 

P1
3 

(再
掲
) 

原
子
力
施
設
は
、
市
内
に
存
在
し
な
い
た
め
、
放
射
性
物
質
等
の
放
出
に
よ
る

原
子
力
緊
急
事
態
発
生
時
の
市
民
の
避
難
等
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
が
、
原
子
力
災
害
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
と
、
本
市
の
近
く
に
あ
る
原
子
力

事
業
所
の
把
握
が
必
要
と
な
る
。
本
市
に
隣
接
す
る
原
子
力
事
業
所
は
次
の
と

お
り
。
 

原
子
力
施
設
は
、
市
内
に
存
在
し
な
い
た
め
、
放
射
性
物
質
等
の
放
出
に
よ
る

原
子
力
緊
急
事
態
発
生
時
の
市
民
の
避
難
等
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
が
、
原
子
力
発
電
所
が
立
地
す
る
福
井
県
敦
賀
市
か
ら
の
避
難
者
の
受
け
入

れ
に
つ
い
て
積
極
的
に
協
力
し
て
い
く
。
 

ま
た
、
近
畿
大
学
原
子
力
研
究
所
に
お
い
て
万
が
一
危
機
事
象
が
発
生
し
た

場
合
も
、
関
係
周
辺
市
町
村
と
し
て
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
近
畿
大
学
原
子

力
研
究
所
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。
 

「
原
子
力
災
害

時
に
お
け
る
敦

賀
市
民
の
県
外

広
域
避
難
に
関

す
る
協
定
」
締

結
及
び

H2
6
県

国
民
保
護
計
画

改
正
を
反
映
 

25
 

第
2
編
 

第
1
章
 

第
4-
2 

P2
3 

(2
) 
防
災
行
政
無
線
の
整
備
 
 

市
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
迅
速
な
警
報
の
内
容
の
伝
達
等
に
必
要

と
な
る
同
報
系
そ
の
他
の
防
災
行
政
無
線
の
整
備
に
努
め
る
。
 

(2
) 
防
災
行
政
無
線
等
の
整
備
 
 

市
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
迅
速
な
警
報
の
内
容
の
伝
達
等
に
必
要

と
な
る
同
報
系
そ
の
他
の
防
災
行
政
無
線
や
そ
の
他
の
伝
達
手
段
の
整
備
に
努

め
る
。
 

本
市
が
整
備
中

の
「

J-
AL
ER
T

情
報
自
動
館
内

放
送

シ
ス

テ

ム
」
や
将
来
の

各
種
伝
達
手
段

の
利
用
を
考
慮
 

26
 

同
上
 

(5
) 

P2
4 

市
長
が
迅
速
に
警
報
の
内
容
の
伝
達
を
行
う
こ
と
と
な
る
区
域
内
に
所
在
す
る

学
校
、
病
院
そ
の
他
の
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
に
つ
い
て
、
県
と
の
役
割

分
担
も
考
慮
し
て
定
め
る
。
 

市
長
が
迅
速
に
警
報
の
内
容
の
伝
達
を
行
う
こ
と
と
な
る
区
域
内
に
所
在
す
る

学
校
、
幼
稚
園
・
保
育
園
・
こ
ど
も
園
、
病
院
そ
の
他
の
多
数
の
者
が
利
用
す

る
施
設
に
つ
い
て
、
県
と
の
役
割
分
担
も
考
慮
し
て
定
め
る
。
 

J-
AL
ER
T

情
報

自
動
館
内
放
送

シ
ス
テ
ム
の
整

備
を
反
映
 

27
 

第
3
編

第
4
章
 

警
報
の
内
容
の
伝
達
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
間
は
、
現
在
市
が
保
有
す
る

伝
達
手
段
に
基
づ
き
、
原
則
と
し
て
以
下
の
要
領
に
よ
り
行
う
。
 

警
報
の
内
容
の
伝
達
方
法
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
以
下
の
要
領
に
よ
り
行

う
。
 

本
市
の
防
災
行

政
無
線
（
同
報

-17-



第
1-
2 

(1
) 

P4
7 

系
）
の
運
用
開

始
等
の
反
映
 

28
 

同
上
 

(再
掲
) 

①
 「

武
力
攻
撃
が
迫
り
、
又
は
現
に
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
地

域
」
に
市
が
含
ま
れ
る
場
合
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
車
載
の
拡
声
器
な
ど
で
国
が
定
め
た
サ
イ
レ
ン
を

最
大
音
量
で
吹
鳴
し
て
住
民
に
注
意
喚
起
し
た
後
、
広
報
車
に
よ
る
地
域
巡
回
、

消
防
団
や
自
主
防
災
組
織
に
よ
る
伝
達
、
自
治
会
等
へ
の
協
力
依
頼
な
ど
に
よ

り
、
警
報
が
発
令
さ
れ
た
事
実
を
速
や
か
に
周
知
す
る
。
 

①
  
「
武
力
攻
撃
が
迫
り
、
又
は
現
に
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
地

域
」
に
市
が
含
ま
れ
る
場
合
 

緊
急
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
Em
-N
et
）
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ

ム
（
J－

AL
ER
T）

で
緊
急
情
報
を
受
信
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
、
防
災
行
政

無
線
（
同
報
系
）
で
国
が
定
め
た
サ
イ
レ
ン
を
最
大
音
量
で
吹
鳴
し
て
住
民
に

注
意
喚
起
し
た
後
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
警
報
が
発
令
さ
れ
た
事
実
等

を
周
知
す
る
。
 

こ
の
際
、
緊
急
速
報
メ
ー
ル
も
積
極
的
に
活
用
し
て
、
市
民
に
警
報
発
令
の

事
実
を
速
や
か
に
周
知
す
る
。
 

本
市
防
災
行
政

無
線
（
同
報
系
）

の
運
用
開
始
、

H2
5
政
府
基
本

指
針
改
正
及
び

H2
6
県
国
民
保

護
計
画
の
改
正

(3
編

4
章

1
節

第
2-
2(
1)
)
の

反
映
 

29
 

同
(2
) 

P4
7 

(再
掲
) 

市
長
は
、
消
防
機
関
と
連
携
し
、
あ
る
い
は
自
主
防
災
組
織
等
の
自
発
的
な

協
力
を
得
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
各
世
帯
等
に
警
報
の
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
体
制
を
整
備
す
る
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
防
本
部
は
保
有
す
る
車
両
・
装
備
を
有
効
に
活
用

し
、
巡
回
等
に
よ
る
伝
達
を
行
う
と
と
も
に
、
消
防
団
は
、
平
素
か
ら
の
地
域

と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
活
か
し
、
自
主
防
災
組
織
、
自
治
会
や
災
害
時
要
援

護
者
等
へ
の
個
別
の
伝
達
を
行
う
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活
か
し
た
効
率

的
な
伝
達
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
配
意
す
る
。
 

ま
た
、
市
は
、
県
警
察
の
交
番
、
駐
在
所
、
パ
ト
カ
ー
等
の
勤
務
員
に
よ
る

拡
声
機
や
標
示
を
活
用
し
た
警
報
の
内
容
の
伝
達
が
的
確
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ

る
よ
う
、
県
警
察
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
。
 

削
除
 

（
準
じ
た
内
容
を
本
章
第

2-
2(
4)
に
整
理
し
転
記
。
以
下
各
号
繰
り
上
が
り
）
 

前
号
①
の
変
更

に
整
合
 

避
難
実
施
要
領

の
周
知
手
段
と

し
て
は
引
き
続

き
必
要
と
考
え

ら
れ
る
（
令
和

4
年
度
国
民
保

護
訓

練
の

実

績
）
た
め
、
該

当
箇
所
に
転
記
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４
 
令
和

4
年
度
国
民
保
護
訓
練
の
実
績
の
反
映
に
よ
る
変
更
 

No
 

条
項
 

変
更
前
 

変
更
後
 

改
正
理
由
等
 

30
 

第
2
編
 

第
1
章
 

第
1-
2 

(3
) 

P1
7 

【
事
態
の
状
況
に
応
じ
た
初
動
体
制
の
確
立
】
 

 

【
事
態
の
状
況
に
応
じ
た
初
動
体
制
の
確
立
】
 

 

事
態
認
定
前
に

市
内
で
大
き
な

人
的
被
害
を
伴

う
事
象
が
発
生

し
た
場
合
、
災

対
法
等
を
適
用

し
た
対
応
と
な

る
た
め
、
災
害

対
策
本
部
体
制

を
と
る
こ
と
を

明
確
化
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31
 

第
3
編
 

第
1
章
 

２
 

P3
5 

事
態
警
戒
体
制
Ｂ
 

事
態
警
戒
体
制
Ｂ
は
、
市
対
策
本
部
設
置
以
前
の
段
階
で
、
関
係
機
関
等
か

ら
の
情
報
に
よ
り
多
数
の
人
が
死
傷
す
る
事
案
の
発
生
を
把
握
し
た
場
合
に
お

い
て
、
市
と
し
て
的
確
か
つ
迅
速
に
対
処
す
る
た
め
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
関

す
る
初
動
措
置
に
関
し
て
万
全
を
期
す
る
。
 

事
態
警
戒
体
制
Ｂ
及
び
災
害
対
策
本
部
体
制
 

 
事
態
警
戒
体
制
Ｂ
は
、
市
対
策
本
部
設
置
以
前
の
段
階
で
、
関
係
機
関
等
か

ら
の
情
報
に
よ
り
多
数
の
人
が
死
傷
す
る
事
案
の
市
外
で
の
発
生
を
把
握
し
た

場
合
や
、
市
内
で
事
態
認
定
に
至
る
可
能
性
が
高
い
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に

お
い
て
、
市
と
し
て
的
確
か
つ
迅
速
に
対
処
す
る
た
め
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に

関
す
る
初
動
措
置
に
関
し
て
万
全
を
期
す
る
。
 

市
内
に
お
い
て
多
数
の
人
が
死
傷
す
る
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
を
把
握
し
た

場
合
は
、
生
駒
市
地
域
防
災
計
画
に
定
め
る
事
故
災
害
対
策
本
部
体
制
を
も
っ

て
災
害
対
策
基
本
法
等
を
適
用
し
、
避
難
の
指
示
、
警
戒
区
域
の
設
定
、
救
急

救
助
等
の
応
急
措
置
を
実
施
す
る
。
 

第
2
編

1
章
第

1-
2(
3)

の
表

【
事
態
の
状
況

に
応
じ
た
初
動

体
制
の
確
立
】

の
修
正
に
整
合
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32
 

第
3
編
 

第
1
章
 

２
(3
) 

P3
5

～

P3
6 

→
P3
6 

事
態
警
戒
体
制
Ｂ
の
配
備
を
行
っ
た
場
合
は
、
次
の
事
務
を
行
う
。
 

①
 
県
に
体
制
配
備
の
連
絡
を
行
う
。
 

②
  
消
防
機
関
及
び
消
防
機
関
以
外
の
関
係
機
関
を
通
じ
て
当
該
事
案
に
係
る

情
報
収
集
に
努
め
、
国
、
県
、
関
係
す
る
指
定
公
共
機
関
、
指
定
地
方
公
共

機
関
等
の
関
係
機
関
に
対
し
て
迅
速
に
情
報
提
供
を
行
う
。
 

③
 
市
長
は
、
事
案
に
伴
い
発
生
し
た
災
害
へ
の
対
処
に
関
し
て
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
県
や
他
の
市
町
村
等
に
対
し
支
援
を
要
請
す
る
。
 

④
 
初
動
措
置
の
確
保
と
し
て
、
各
種
の
連
絡
調
整
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
現
場

の
消
防
機
関
に
よ
る
消
防
法
に
基
づ
く
火
災
警
戒
区
域
又
は
消
防
警
戒
区
域

の
設
定
あ
る
い
は
救
助
・
救
急
の
活
動
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
に
よ
り
、
災

害
対
策
基
本
法
等
に
基
づ
く
避
難
の
指
示
、
警
戒
区
域
の
設
定
、
救
急
救
助

等
の
応
急
措
置
を
行
う
。
 

ま
た
、
市
長
は
国
、
県
等
か
ら
入
手
し
た
情
報
を
消
防
機
関
に
提
供
す
る

と
と
も
に
必
要
な
指
示
を
行
う
。
市
は
、
警
察
官
が
行
う
避
難
の
指
示
や
警

戒
区
域
の
設
定
に
つ
い
て
も
緊
密
な
連
携
を
図
る
。
事
態
認
定
後
に
お
い
て

は
、
事
態
の
状
況
に
応
じ
て
国
民
保
護
措
置
を
実
施
す
る
。
 

⑤
 
市
民
へ
の
広
報
及
び
報
道
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
。
 

⑥
 
速
や
か
に
国
民
保
護
対
策
本
部
体
制
へ
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準

備
を
行
う
。
 

事
態
警
戒
体
制
Ｂ
の
配
備
を
行
っ
た
場
合
は
、
次
の
事
務
を
行
う
。
 

①
 
県
に
体
制
配
備
の
連
絡
を
行
う
。
 

②
  
消
防
機
関
及
び
消
防
機
関
以
外
の
関
係
機
関
を
通
じ
て
当
該
事
案
に
係
る

情
報
収
集
に
努
め
、
国
、
県
、
関
係
す
る
指
定
公
共
機
関
、
指
定
地
方
公
共

機
関
等
の
関
係
機
関
に
対
し
て
迅
速
に
情
報
提
供
を
行
う
。
 

③
 
初
動
措
置
の
確
保
と
し
て
、
各
種
の
連
絡
調
整
に
あ
た
る
。
 

ま
た
、
市
長
は
国
、
県
等
か
ら
入
手
し
た
情
報
を
消
防
機
関
に
提
供
す
る

と
と
も
に
必
要
な
指
示
を
行
う
。
市
は
、
警
察
官
が
行
う
避
難
の
指
示
や
警

戒
区
域
の
設
定
に
つ
い
て
も
緊
密
な
連
携
を
図
る
。
事
態
認
定
後
に
お
い
て

は
、
事
態
の
状
況
に
応
じ
て
国
民
保
護
措
置
を
実
施
す
る
。
 

④
 
市
民
へ
の
広
報
及
び
報
道
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
。
 

⑤
 
速
や
か
に
国
民
保
護
対
策
本
部
体
制
へ
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準

備
を
行
う
。
 

 
災
害
対
策
本
部
体
制
の
配
備
を
行
っ
た
場
合
は
、
①
～
⑤
に
加
え
て
、
次
の

事
務
を
行
う
。
 

⑥
 
市
長
は
、
現
場
の
消
防
機
関
に
よ
る
消
防
法
に
基
づ
く
火
災
警
戒
区
域
又
は

消
防
警
戒
区
域
の
設
定
あ
る
い
は
救
助
・
救
急
の
活
動
状
況
を
踏
ま
え
、
災

害
対
策
基
本
法
等
に
基
づ
く
避
難
の
指
示
、
警
戒
区
域
の
設
定
、
救
急
救
助

等
の
応
急
措
置
を
行
う
。
 

⑦
 
市
長
は
、
事
案
に
伴
い
発
生
し
た
災
害
へ
の
対
処
に
関
し
て
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
県
や
他
の
市
町
村
等
に
対
し
支
援
を
要
請
す
る
。
 

第
2
編

1
章
第

1-
2(
3)

の
表

【
事
態
の
状
況

に
応
じ
た
初
動

体
制
の
確
立
】

の
修

正
に

伴

い
、
本
号
③
及

び
④
の
一
部
を

災
害
対
策
本
部

が
実
施
す
る
事

務
と
し
て
整
理

し
記
載
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33
 

同
上
 

P3
6 

 
 

第
2
編

1
章
第

1-
2(
3)

の
表

【
事
態
の
状
況

に
応
じ
た
初
動

体
制
の
確
立
】

の
修
正
に
整
合
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第
3
編
 

第
1
章
 

３
 

P3
7 

な
お
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
後
、
政
府
に
お
い
て
事
態
認
定
が
行
わ
れ
、
市
対
策
本
部
を
設
置

す
べ
き
市
の
指
定
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
市
対
策
本
部
を
設
置

し
、
災
害
対
策
本
部
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
災
害
対
策
本
部
（
事
故
災
害
対
策
本
部
）

を
設
置
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
、
政
府
に
お
い
て
事
態
認
定
が
行
わ
れ
、

市
対
策
本
部
を
設
置
す
べ
き
市
の
指
定
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に

市
対
策
本
部
を
設
置
し
、
災
害
対
策
本
部
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

同
上
 

及
び
災
害
対
策
本
部
体
制
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第
3
編

第
4
章
 

第
2-
2 

 (
4)
 

P5
0 

→
P5
0

～
P5
1 

ま
た
、
市
長
は
、
直
ち
に
そ
の
内
容
を
市
の
他
の
執
行
機
関
、
消
防
長
、
警

察
署
長
及
び
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
長
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
通
知
す

る
。
 

 
さ
ら
に
、
市
長
は
、
報
道
関
係
者
に
対
し
て
、
避
難
実
施
要
領
の
内
容
を
提
供

す
る
。
 

ま
た
、
市
長
は
、
直
ち
に
そ
の
内
容
を
市
の
他
の
執
行
機
関
、
消
防
長
、
警

察
署
長
及
び
自
衛
隊
地
方
協
力
本
部
長
並
び
に
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
通
知
す

る
。
 

市
長
は
、
消
防
機
関
と
連
携
し
、
あ
る
い
は
自
主
防
災
組
織
等
の
自
発
的
な

協
力
を
得
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
各
世
帯
等
に
避
難
実
施
要
領
の
内
容
を
周
知

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
体
制
を
整
備
す
る
。
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
防
本
部
は
保
有
す
る
車
両
・
装
備
を
有
効
に
活
用

し
、
巡
回
等
に
よ
る
周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
消
防
団
は
、
平
素
か
ら
の
地
域

と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
活
か
し
、
自
主
防
災
組
織
、
自
治
会
や
災
害
時
要
援

護
者
等
へ
の
個
別
の
伝
達
を
行
う
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活
か
し
た
効
率

的
な
周
知
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
配
意
す
る
。
 

ま
た
、
市
は
、
県
警
察
の
交
番
、
駐
在
所
、
パ
ト
カ
ー
等
の
勤
務
員
に
よ
る

拡
声
機
や
標
示
を
活
用
し
た
避
難
実
施
要
領
の
内
容
の
周
知
が
的
確
か
つ
迅
速

に
行
わ
れ
る
よ
う
、
県
警
察
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
。
 

 
さ
ら
に
、
市
長
は
、
報
道
関
係
者
に
対
し
て
、
避
難
実
施
要
領
の
内
容
を
提

供
す
る
。
 

本
章
第

1-
2(
2)

の
削
除
に
伴
い

同
趣
旨
の
内
容

を
記
載
（
No
10

及
び

No
29

の

第
3
編

4
章
第

1-
2(
2)
の
改
正

理
由
を
参
照
）
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第
3
編

第
4
章
 

第
2-
3 

(3
) 

P5
2 

市
長
は
、
避
難
実
施
要
領
の
内
容
を
踏
ま
え
、
市
の
職
員
及
び
消
防
機
関
の

み
で
は
十
分
な
対
応
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
署
長
又
は
国
民

保
護
措
置
の
実
施
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
の
長
に
対
し
て
、
警
察
官

又
は
自
衛
官
（
以
下
、「

警
察
官
等
」
と
い
う
。）

に
よ
る
避
難
住
民
の
誘
導
を

要
請
す
る
。
 

市
長
は
、
避
難
実
施
要
領
の
内
容
を
踏
ま
え
、
市
の
職
員
及
び
消
防
機
関
の

み
で
は
十
分
な
対
応
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
ま
た
は
事
態
の
発
生
に

よ
り
既
に
立
ち
入
り
規
制
区
域
が
設
定
さ
れ
、
当
該
区
域
内
に
避
難
誘
導
に
当

た
る
職
員
等
を
配
置
す
る
こ
と
に
危
険
が
伴
う
懸
念
が
あ
る
場
合
に
は
、
警
察

署
長
又
は
国
民
保
護
措
置
の
実
施
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
の
長
に
対

し
て
、
警
察
官
又
は
自
衛
官
（
以
下
、
「
警
察
官
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
避

難
住
民
の
誘
導
を
要
請
す
る
。
 

令
和
４
年
度
国

民
保
護
訓
練
を

通
じ
調
整
・
実

施
し
た
事
項
 

-23-



５
 
そ
の
他
統
計
数
値
、
名
称
、
用
語
、
組
織
の
経
年
変
化
等
に
よ
る
変
更
 

No
 

条
項
 

変
更
前
 

変
更
後
 

改
正
理
由
等
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第
1
編
 

第
4
章
 

(1
) 

P7
 

面
積
は
５
３
．
１
８
ｋ
㎡
で
あ
り
、
東
西
７
．
８
ｋ
ｍ
、
南
北
１
４
．
９
ｋ

ｍ
の
南
北
に
細
長
い
形
状
を
示
し
て
い
る
。
 

面
積
は
５
３
．
１
５
ｋ
㎡
で
あ
り
、
東
西
７
．
８
ｋ
ｍ
、
南
北
１
４
．
９
ｋ

ｍ
の
南
北
に
細
長
い
形
状
を
示
し
て
い
る
。
 

生
駒
市
地
域
防

災
計
画
に
整
合
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第
1
編
 

第
4
章
 

(3
) 

P1
0 

国
勢
調
査
に
よ
る
本
市
の
平
成
１
７
年
１
０
月
１
日
現
在
の
人
口
は
、
１
１

３
，
７
２
４
人
、
世
帯
数
４
０
，
１
０
７
世
帯
で
（
中
略
）
生
産
人
口
（
１
５

歳
以
上
６
５
歳
未
満
人
口
）
は
６
９
％
、
老
年
人
口
（
６
５
歳
以
上
人
口
）
は

１
７
％
と
な
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
市
の
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
４
０
・
５

０
代
が
多
く
を
占
め
 

国
勢
調
査
に
よ
る
本
市
の
令
和
２
年
１
０
月
１
日
現
在
の
人
口
は
、
１
１
６
，

６
７
５
人
、
世
帯
数
４
７
，
６
６
６
世
帯
で
（
中
略
）
生
産
人
口
（
１
５
歳
以

上
６
５
歳
未
満
人
口
）
は
５
７
％
、
老
年
人
口
（
６
５
歳
以
上
人
口
）
は
２
９
％

と
な
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
市
の
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
４
０
・
５
０
代
、

及
び
７
０
代
が
多
く
を
占
め
 

最
新
の
国
勢
調

査
の
結
果
を
反

映
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同
上
 

（
前
項
の
続
き
）
多
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
急
速
に
高
齢
化
が

進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
通
勤
・
通
学
の
た
め
 

（
前
項
の
続
き
）
多
く
を
占
め
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
が
顕
著
で
あ
り
、
少

子
・
高
齢
化
が
加
速
し
て
い
る
。
ま
た
、
通
勤
・
通
学
の
た
め
 

「
第
２
期
生
駒

市
ま

ち
・

ひ

と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
」

に
整
合
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第
2
編

2
章

1 

(3
) 

P2
8 

高
齢
者
、
障
害
者
等
災
害
時
要
援
護
者
へ
の
配
慮
 

 
市
は
、
避
難
住
民
の
誘
導
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
自
ら
避
難

す
る
こ
と
が
困
難
な
者
の
避
難
に
つ
い
て
、
自
然
災
害
時
へ
の
対
応
と
し
て
作

成
す
る
避
難
支
援
プ
ラ
ン
を
活
用
し
つ
つ
、
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
対
策
を

講
じ
る
。
 

高
齢
者
、
障
が
い
者
等
災
害
時
要
援
護
者
へ
の
配
慮
 

 
市
は
、
避
難
住
民
の
誘
導
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
等
自
ら
避

難
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
の
避
難
に
つ
い
て
、
自
然
災
害
時
へ
の
対
応
と
し
て

作
成
す
る
「
生
駒
市
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
プ
ラ
ン
」
を
活
用
し
つ
つ
、

災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
対
策
を
講
じ
る
。
 

（
※
他
「
障
害
者
」
15

箇
所
も
「
障
が
い
者
」
に
修
正
）
 

用
語
の
適
正
化
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第
3
編
 

第
1
章
 

２
(2
) 

P3
5 

市
対
策
本
部
会
議
構
成
員
（
生
駒
市
地
域
防
災
計
画
の
災
害
対
策
本
部
）
は
、

上
記
の
情
報
を
知
っ
た
時
は
速
や
か
に
市
庁
舎
４
０
１
及
び
４
０
２
会
議
室
に

参
集
す
る
。
 

市
対
策
本
部
に
配
備
さ
れ
る
一
般
職
員
（
生
駒
市
地
域
防
災
計
画
の
１
号
動

員
等
）
は
上
記
の
情
報
を
知
っ
た
と
き
は
速
や
か
に
各
所
属
課
に
参
集
す
る
。
 

市
対
策
本
部
会
議
構
成
員
（
生
駒
市
地
域
防
災
計
画
の
災
害
対
策
本
部
）
は
、

上
記
の
情
報
を
知
っ
た
時
は
速
や
か
に
市
庁
舎
大
会
議
室
に
参
集
す
る
。
 

市
対
策
本
部
に
配
備
さ
れ
る
一
般
職
員
（
生
駒
市
地
域
防
災
計
画
の
１
号
動

員
等
）
は
上
記
の
情
報
を
知
っ
た
と
き
は
速
や
か
に
各
所
属
課
及
び
大
会
議
室

に
参
集
す
る
。
 

現
行
の
生
駒
市

地
域
防
災
計
画

と
の
整
合
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第
3
編

2
章

１

(3
) 

P3
9 

（
図
「
市
対
策
本
部
の
組
織
及
び
機
能
」）

 

市
対
策
本
部
 

 市
対
策
本
部
（
対
策
本
部
会
議
）
 

現
行
の
生
駒
市

地
域
防
災
計
画

と
の
整
合
 

市
対
策
本
部
員
（
本
部
会
議
）
 

 
市
長
公
室
長
 

 
議
会
事
務
局
長
 

 
企
画
財
政
部
長
 

 
市
民
部
長
 

 
福
祉
健
康
部
長
 

 
生
活
環
境
部
長
 

 
建
設
部
長
 

 
都
市
整
備
部
長
 

 
開
発
部
長
 

 
水
道
局
長
 

 
教
育
総
務
部
長
 

 
生
涯
学
習
部
長
 

 
消
防
長
 

消
防
本
部
次
長
 

 

市
対
策
本
部
員
 

  
危
機
管
理
監
 

 
各
 
部
 
長
 

各
部
 

 

本
部
事
務
局
 

救
援
衛
生
部
 

医
療
福
祉
部
 

水
道
部
 

土
木
部
 

教
育
部
 

消
防
部
 

各
部
 

 

公
室
部
 

企
画
総
務
部
 

救
援
部
 

医
療
福
祉
部
 

水
道
部
 

環
境
部
 

土
木
部
 

教
育
部
 

消
防
部
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第
3
編

第
4
章
 

第
2-
2 

(2
) 

P4
9 

①
 
要
避
難
地
域
及
び
避
難
住
民
の
誘
導
の
実
施
単
位
 

避
難
が
必
要
な
地
域
の
住
所
を
可
能
な
限
り
明
示
す
る
と
と
も
に
、
自
治

会
、
町
内
会
、
事
務
所
等
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
避
難
実
施
単
位
を

記
載
す
る
。
 

⑤
 
集
合
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 

集
合
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
要
避
難
援
護
者
の
所
在
確
認

そ
の
他
留
意
す
べ
き
事
項
を
、
ま
た
、
集
合
後
の
町
内
会
や
近
隣
住
民
間
で

の
安
否
確
認
、
残
留
者
等
の
有
無
の
確
認
や
要
避
難
援
護
者
へ
の
配
慮
そ
の

他
留
意
す
べ
き
事
項
を
記
載
す
る
。
 

①
 
要
避
難
地
域
及
び
避
難
住
民
の
誘
導
の
実
施
単
位
 

避
難
が
必
要
な
地
域
の
住
所
を
可
能
な
限
り
明
示
す
る
と
と
も
に
、
自
治

会
、
事
務
所
等
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
避
難
実
施
単
位
を
記
載
す
る
。 

⑤
 
集
合
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 

集
合
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
要
避
難
援
護
者
の
所
在
確
認

そ
の
他
留
意
す
べ
き
事
項
を
、
ま
た
、
集
合
後
の
自
治
会
や
近
隣
住
民
間
で

の
安
否
確
認
、
残
留
者
等
の
有
無
の
確
認
や
要
避
難
援
護
者
へ
の
配
慮
そ
の

他
留
意
す
べ
き
事
項
を
記
載
す
る
。
 

用
語
の
整
理
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第
3
編

第
4
章
 

第
2-
2 

(3
)P
50
 

⑥
 要

援
護
者
の
避
難
方
法
の
決
定
（
避
難
支
援
プ
ラ
ン
、
災
害
時
要
援
護
者
支

援
班
の
設
置
）
 

⑥
 要

援
護
者
の
避
難
方
法
の
決
定
（
「
生
駒
市
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
プ

ラ
ン
」
、
災
害
時
要
援
護
者
支
援
班
の
設
置
）
 

用
語
の
適
正
化
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第
3
編

第
4
章
 

第
2-
3 

(1
) 

P5
1 

市
長
は
、
避
難
実
施
要
領
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
の
職
員
並
び
に
消

防
長
及
び
消
防
団
長
を
指
揮
し
、
避
難
住
民
を
誘
導
す
る
。
そ
の
際
、
避
難
実

施
要
領
の
内
容
に
沿
っ
て
、
自
治
会
、
町
内
会
、
学
校
、
事
業
所
等
を
単
位
と

し
て
誘
導
を
行
う
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

市
長
は
、
避
難
実
施
要
領
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
の
職
員
並
び
に
消

防
長
及
び
消
防
団
長
を
指
揮
し
、
避
難
住
民
を
誘
導
す
る
。
そ
の
際
、
避
難
実

施
要
領
の
内
容
に
沿
っ
て
、
自
治
会
、
学
校
、
事
業
所
等
を
単
位
と
し
て
誘
導

を
行
う
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

用
語
の
整
理
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第
3
編

第
4
章
 

第
2-
3 

(6
) 

P5
2 

→
P5
3 

市
長
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
避
難
を
万
全
に
行
う
た
め
、
災
害
時
要
援

護
者
支
援
班
を
設
置
し
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
民
生
委
員
、
介
護
保
険
制
度
関

係
者
、
障
害
者
団
体
等
と
協
力
し
て
、
災
害
時
要
援
護
者
へ
の
連
絡
、
運
送
手

段
の
確
保
を
的
確
に
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、「

避
難
支
援
プ
ラ
ン
」
を
策
定

し
た
場
合
に
は
、
当
該
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
対
応
を
行
う
。
 

市
長
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
避
難
を
万
全
に
行
う
た
め
、
災
害
時
要
援
護

者
支
援
班
を
設
置
し
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
民
生
委
員
、
介
護
保
険
制
度
関
係

者
、
障
害
者
団
体
等
と
協
力
し
て
、
災
害
時
要
援
護
者
へ
の
連
絡
、
運
送
手
段

の
確
保
を
的
確
に
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
「
生
駒
市
災
害
時
要
援
護
者
避

難
支
援
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
個
別
支
援
計
画
書
を
策
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該

個
別
支
援
計
画
書
に
沿
っ
て
対
応
を
行
う
。
 

用
語
の
適
正
化
 

-27-



 49
 

第
3
編

第
7
章

第
1-
2 

P6
3 

→
P6
4 

(1
) 
市
長
へ
の
通
報
 

 
消
防
吏
員
は
、
武
力
攻
撃
に
伴
っ
て
発
生
す
る
火
災
や
堤
防
の
決
壊
、
毒

素
等
に
よ
る
動
物
の
大
量
死
（
以
下
略
）
 

(2
) 
知
事
へ
の
通
知
 

 
市
長
は
、
武
力
攻
撃
災
害
の
兆
候
を
発
見
し
た
者
、
消
防
吏
員
又
は
警
察

官
か
ら
通
報
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
（
以
下
略
）
 

(1
) 
市
長
へ
の
通
報
 

 
消
防
職
員
は
、
武
力
攻
撃
に
伴
っ
て
発
生
す
る
火
災
や
堤
防
の
決
壊
、
毒

素
等
に
よ
る
動
物
の
大
量
死
、
（
以
下
略
）
 

(2
) 
知
事
へ
の
通
知
 

 
 
市
長
は
、
武
力
攻
撃
災
害
の
兆
候
を
発
見
し
た
者
、
消
防
職
員
又
は
警
察

官
か
ら
通
報
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
（
以
下
略
）
 

用
語
の
整
理
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議案第 30 号 

令和５年度生駒市一般会計補正予算（第４回） 

 令和５年度生駒市の一般会計の補正予算（第４回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７６，６３８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２，９６５，８１４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

令和５年６月８日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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1
 
 
一
般
職

(
1
)
 
 
総
括

区
 
 
　
分

報
　
　
酬

給
　
　
料

職
員
手
当

計
共
 
済
 
費

合
　
　
計

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
7
3
3
)

8
1
9

8
4
6
,
7
5
5
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,
1
7
3
,
9
6
3
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,
3
3
9
,
3
7
3
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,
3
6
0
,
0
9
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,
1
6
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,
2
1
6

7
,
5
2
8
,
3
0
7
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7
3
2
)

8
1
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8
4
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,
0
2
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1
7
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,
9
6
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,
3
3
9
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3
7
3
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,
3
5
9
,
3
5
7

1
,
1
6
8
,
2
1
6

7
,
5
2
7
,
5
7
3

(
1
)

0
7
3
4

0
0

7
3
4

0
7
3
4

※
（
　
）
内
は
、
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
外
書
き
し
た
も
の
。

扶
 
養
 
手
 
当

管
理
職
手
当
管
理
職
員
特
別

地
 
域
 
手
 
当
特
殊
勤
務
手
当

時
間
外
勤
務

休
日
勤
務
手
当

(
千
円
)

(
千
円
)
勤
務
手
当
(
千
円
）

(
千
円
)

(
千
円
)
手
当
 
 
 
(
千
円
)

(
千
円
)

7
2
,
6
0
6

1
2
2
,
8
0
8

2
,
2
5
0

2
0
2
,
1
2
9

1
,
6
0
1

2
1
2
,
0
8
0

3
0
,
7
9
4

7
2
,
6
0
6

1
2
2
,
8
0
8

2
,
2
5
0

2
0
2
,
1
2
9

1
,
6
0
1

2
1
2
,
0
8
0

3
0
,
7
9
4

0
0

0
0

0
0

0

夜
間
勤
務
手
当

通
 
勤
 
手
 
当

住
 
居
 
手
 
当

退
 
職
 
手
 
当

期
 
末
 
手
 
当

勤
 
勉
 
手
 
当

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

(
千
円
)

7
,
1
7
1

8
8
,
1
0
7

5
1
,
2
1
9

1
1
7
,
0
0
0

8
6
5
,
0
6
0

5
6
6
,
5
4
8

7
,
1
7
1

8
8
,
1
0
7

5
1
,
2
1
9

1
1
7
,
0
0
0

8
6
5
,
0
6
0

5
6
6
,
5
4
8

0
0

0
0

0
0

単
身
赴
任
手
当

(
千
円
)

補
正
前

比
較

職
員
手
当
の

内
　
　
　
訳

区
　
　
分

補
正
後

補
正
前

比
　
較

補
 
 
 
正
 
 
 
予
 
 
 
算
 
 
 
給
 
 
 
与
 
 
 
費
 
 
 
明
 
 
 
細
 
 
 
書

補
正
後

給
　
　
　
　
　
与
　
　
　
　
　
費

職
 
員
 
数

備
　
　
　
　
考

（
人
）
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(
2
)
 
 
給
料
及
び
職
員
手
当
等
の
増
減
額
の
明
細

 
区
　
 
分
増
減
額
(
千
円
)

　
説
　
　
　
明

 
報
 
 
 
酬
会
計
年
度
任
用
職
員

7
3
4
そ
の
他
の
増
減
分

7
3
4
採

用
に

伴
う

増
加

分

 
給
 
 
 
料
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
職
員

会
計
年
度
任
用
職
員

そ
の
他
の
増
減
分

職
員
手
当
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
職
員

扶
養
手
当
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
千
円

夜
間
勤
務
手
当

千
円

管
理
職
手
当
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
 
　

千
円

単
身
赴
任
手
当

千
円

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
 
 
 
 
 
 

千
円

通
勤
手
当

千
円

地
域
手
当
　
　
 
 
 
 
 
 

千
円

住
居
手
当
　
　
 
 
 
 
 
 

千
円

特
殊
勤
務
手
当
 
 
　
 
 
 
 
 
 

千
円

退
職
手
当
 
 

千
円

時
間
外
勤
務
手
当
　
 
 
 
 
 
 
 
 

千
円

期
末
手
当
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
円

休
日
勤
務
手
当
　
　
　
　
　

千
円

勤
勉
手
当
 
 

千
円

会
計
年
度
任
用
職
員

そ
の
他
の
増
減
分

制
度
改
正
に
伴
う

増
減

分

増
減
事
由
別
内
訳
　
(
千
円
)

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

給
与
改
定
に
伴
う

増
減

分

昇
給
に
伴
う

増
加

分

そ
の
他
の
増
減
分

そ
の
他
の
増
減
分
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議案第  31 号  

 

令和５年度生駒市水道事業会計補正予算（第１回）  

 

第１条  令和５年度生駒市水道事業会計の補正予算（第１回）は、次に定めると

ころによる。  

第２条  令和５年度生駒市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。  

 支  出                         （単位：千円）  

科  目  既決予定額  補正予定額  計   

第１款  事業費  2,875,204  △ 20,512 2,854,692 

第１項  営業費用  

第２項   

2,809,111  △ 14,725 2,794,386  

 第２項  営業外費用  31,538  △ 5,787 25,751  

 

第３条  予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。  

（単位：千円）  

科  目  既決予定額  補正予定額  計   

（１）   職員給与費  333,752  △ 14,313 319,439 

 

第４条  予算第９条を次のとおり追加する。  

 （債務負担行為）  

第９条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。  
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       （単位：千円）  

事  項  期  間  

 

限  度  額  

 

 

小水力発電設備修繕業務  令和 5年度～令和 6年度   5,787  

 

令和５年６月８日提出  

生駒市長  小  紫  雅  史  
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1

支　　　出

１ 事 業 費

１ 営 業 費 用

4 総 係 費

2 営業外費用

3 小 水 力

発 電 費
修繕費    　　 　　 △5,787

令和５年度生駒市水道事業会計補正予算（第１回）実施計画

 収益的支出

                  （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

253,653 △ 14,725 238,928

給料　　　　　　　　△8,232
職員手当等　　　 　 △2,791
賞与引当金繰入額　　△1,149
法定福利費　　　　　△2,141
退職給与基金積立負担金　 △412

2,875,204 △ 20,512 2,854,692

2,809,111 △ 14,725 2,794,386

31,538 △ 5,787 25,751

11,536 △ 5,787 5,749
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（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー 既決予定額 補正予定額 計

当年度純利益 △49,608 19,986 △29,622

減価償却費 698,213 0 698,213

固定資産除却費 9,000 0 9,000

固定資産譲渡損 12,000 0 12,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,460 0 △2,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） 765 0 765

長期前受金戻入額 △337,798 0 △337,798

受取利息及び配当金 △2,118 0 △2,118

未収金の増減額（△は増加） 73,405 0 73,405

未払金の増減額（△は減少） △4,515 0 △4,515

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,174 0 △1,174

小計 395,710 19,986 415,696

利息及び配当金の受取額 2,118 0 2,118

業務活動によるキャッシュ・フロー 397,828 19,986 417,814

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △973,174 0 △ 973,174

短期貸付金による支出 △500,000 0 △ 500,000

短期貸付金の回収による収入 500,000 0 500,000

補助金、寄附金等による収入 131,503 0 131,503

投資活動によるキャッシュ・フロー △841,671 0 △ 841,671

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー 0 0 0

資金増減額 △443,843 19,986 △ 423,857

資金期首残高 3,271,450 0 3,271,450

資金期末残高 2,827,607 19,986 2,847,593

令和５年度 生駒市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）
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１　総  括

特別職 一般職 報　酬  給  料 手　当 計

（人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（ 11 ）

33

（ 11 ）

33

（ 0 ）

0

＊（　）内は暫定再任用職員数及び会計年度任用職員数を外書しています。

扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当

（千円） （千円） （千円） （千円）

期末手当 勤勉手当

（千円） （千円）

比　較 △ 3,446 0

補正前 41,133 29,022

区分

補正後 37,687 29,022

5,453 6,132 1,310

比　較 0 0 △ 494 0 0 0

補正前 4,969 5,772 10,523 0

0

10,029 0 5,453 6,132 1,310

△ 2,141 △ 14,313

手当の内訳

区分
管理職
手　当

（千円）

特殊勤務
手　　当
 (千円)

時 間 外
勤務手当
 (千円)

補正後 4,969 5,772

比　　　較 △ 1 0 △ 8,232 △ 3,940 △ 12,172

55,636 319,439

補　正　前 1 0 171,661 104,314 275,975 57,777 333,752

補　正　後 0 0 163,429 100,374 263,803

給　与　費　明　細　書

区　　　　分

職　　員　　数 給   　与  　　費
法  定
福利費

合  計
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２　給料及び手当の増減額の明細

増 減 額

（千円） （千円）

補正後 0人
補正前 1人

会計年度任用職員

千円
千円

△ 494 千円
千円
千円
千円
千円

△ 3,446 千円
千円

会計年度任用職員

区　分
増減事由別内訳

説　 明 備　　              考

給　料
(補正後)

会計年度任用職員以外の職員

△ 8,232

給与改定に伴う
増 加 分

昇 給 に 伴 う
増 加 分

そ の 他 の
増 減 分

△ 8,232
人事異動等に伴う
減 少 分

特別職の状況

そ の 他 の
増 減 分

手　当
(補正後)

会計年度任用職員以外の職員

△ 3,940

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

そ の 他 の
増 減 分

△ 3,940
人事異動等に伴う
減 少 分

扶養手当
管理職手当
地域手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
通勤手当
住居手当
期末手当
勤勉手当

そ の 他 の
増 減 分
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1

（１） 38,441,502 0 38,441,502

△ 19,745,746 0 △ 19,745,746

18,695,756 0 18,695,756

（２） 319 0 319

　 　固　定　資　産　合　計 18,696,075 0 18,696,075

２ 流　動　資　産

（１） 2,827,607 19,986 2,847,593

（２） 308,279 0 308,279

貸 倒 引 当 金 △ 4,009 304,270 0 0 △ 4,009 304,270

（３） 8,513 0 8,513

3,140,390 19,986 3,160,376

21,836,465 19,986 21,856,451

３ 流　動　負　債

（１） 132,270 0 132,270

（２） 25,747 0 25,747

（３） 87,540 　 0 　 87,540 　

245,557 0 245,557

４

（１） 19,587,312 0 19,587,312

　長期前受金収益化累計額 △ 13,075,453 0 △ 13,075,453

　繰　延　収　益　合　計 6,511,859 0 6,511,859

6,757,416 0 6,757,416

５

（１） 10,991,500 0 10,991,500

10,991,500 0 10,991,500

６

（１） 3,574,392 　 0 　 3,574,392 　

（２）
513,157 19,986 533,143

513,157 19,986 533,143

4,087,549 19,986 4,107,535

15,079,049 19,986 15,099,035

21,836,465 19,986 21,856,451

生駒市水道事業予定貸借対照表
（単位：千円）

　　　　　科　　　　　　　　目

令和５年度予定貸借対照表

（令和６年３月３１日）

既決予定額 補正予定額 計

（負　債　の　部）

（資　産　の　部）

固　定　資　産

　有　形　固　定　資　産

　減価償却累計額

　有形固定資産合計

　無　形　固　定　資　産

　現　金　預　金

　未　　収　　金

　貯　　蔵　　品

　流　動　資　産　合　計
　資　産　合　計

剰　　余　　金

　未　　払　　金

　引　　当　　金

　預　 　り　　金

　流　動　負　債　合　計

繰　延　収　益

　長　期　前　受　金

　負　債　合　計

（資　本　の　部）

資　　本　　金

　資　本　金

　資　本　金　合　計

　負　債　資　本　合　計

　資　本　剰　余　金

　利　益　剰　余　金
　　当年度未処分利益剰余金

　利益剰余金合計

　剰　余　金　合　計

　資　　本　　合　　計
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議案第 32 号 

 

令和５年度生駒市病院事業会計補正予算（第１回） 

 

第１条 令和５年度生駒市病院事業会計の補正予算（第１回）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和５年度生駒市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定 

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収 入                            

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病院事業収益 607,452 千円 289,370 千円 896,822 千円  

 第２項 医業外収益 521,706 千円 288,947 千円 810,653 千円  

 第３項 特 別 利 益 0 千円 423 千円 423 千円  

支 出 

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病 院 事 業 費 556,917 千円 289,370 千円  846,287 千円  

 第１項 医 業 費 用 508,672 千円 288,947 千円  797,619 千円  

 第３項 特 別 損 失 100 千円 423 千円  523 千円  

 

第３条 予算第７条中「４,１２５千円」を「２９３,４９５千円」に改める。  

 

令和５年６月８日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史 
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１ 収益的収入及び支出

(単位：千円)

病院事業

収 益

医 業 外

収 益

他 会 計

補 助 金

過年度損

益修正益

(単位：千円)

病 院

事 業 費

過年度損

益修正損

特別損失 423

289,370

一 般 会 計 補 助 金

2 108,558 288,947

3 100 523

1 100 423 523

397,505経 費

備　　　考

１ 556,917 846,287

1 508,672 797,619医業費用 288,947

特別利益 423

289,370

款 項 目 既決予定額 補正予定額

288,947

１ 607,452 896,822

2 521,706

令和５年度 生駒市病院事業会計補正予算（第１回）実施計画

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

収　　　　入

支　　　　出

計

3 0 423

810,653

2 4,125 288,947 293,072

1 0 423 423
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議案第 33 号 

 

篤志寄附基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年６月８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

篤志寄附基金条例の一部を改正する条例 

篤志寄附基金条例（昭和５１年４月生駒市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表中進学奨励基金の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 34 号 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年６月８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例 

生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

第２５条の３第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額

のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加

え、「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の

市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「

を納付し、若しくは納入する」に改める。 

第２９条の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項と

し、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条

第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条

第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１
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項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申

告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出し

た同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者

は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第

３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

第３２条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」

を「により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併

せて賦課し、及び徴収する。 

第３４条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の

合算額」に、「によって」を「により」に改める。 

第３７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含

む。次項及び第５項において同じ｡)」を加え、同条第２項中「においては」を「

には」に、「によって」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中

「によって」を「により」に改める。 

第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規

定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過

誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができ

るものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を

納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４４条の２第１項各号列記以外の部分中「によって」を「により」に、「に

おいては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴
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収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４４条の５において同じ｡)」を

加え、同項第２号及び同条第２項中「によって」を「により」に改める。 

第４４条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には

」に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２

の規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関

係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することが

できるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を

「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第９０条第１号エ中「及び側面」を「、側面」に改め、「３輪のもの」の次に

「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第

１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

附則第１６条の６第４項及び第１７条の２第３項中「１００分の１０」を「１

００分の３５」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施

行する。 

(1) 第９０条第１号エの改正規定及び附則第３条第１項の規定（この条例に

よる改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)附則第１７条の２第３

項に係る部分を除く｡) 令和５年７月１日 

(2) 第２５条の３第２項並びに第３２条の見出し及び同条第１項の改正規

定、同条に１項を加える改正規定並びに第３４条、第３７条、第４４条、第

４４条の２及び第４４条の６の改正規定並びに附則第１６条の６第４項及び

第１７条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（

新条例附則第１７条の２第３項に係る部分に限る｡)及び第２項の規定令令和
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６年１月１日 

(3) 第２９条の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の生駒市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２９条の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受ける

べき生駒市税条例第２９条の２第１項に規定する給与（以下この項において「

給与」という｡)について提出する同条第１項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書

については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第９０条第１号エ及び附則第１７条の２第３項の規定は、令和６

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１６条の６第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の

環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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議案第 35 号 

 

生駒市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年６月８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年２月生駒市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

第３条中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という｡)

」を「法」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加え

る。 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という｡)第７条た

だし書及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第８条の２の

規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の廃止） 

２ 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例（平成２４年３月生駒市条例第

１６号）は、廃止する。 
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議案第 36 号 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年６月８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市火災予防条例の一部を改正する条例 

生駒市火災予防条例（昭和３７年３月生駒市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

第１１条の２第１項中「自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第２条第１項第９号に規定する自動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転

車をいう。第１２号において同じ｡)をいう。以下この条において同じ｡)に」を「

自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下

同じ｡)にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをい

う。以下同じ｡)を用いて」に、「及び全出力２００キロワットを超えるものを除

く｡)をいう」を「を除く｡)をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する設備本

体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する

機能を有しないものをいう。以下同じ｡)により構成されるものをいう。以下同

じ｡)にあっては、充電ポストを含む」に改め、同項第１号ただし書中「不燃材料

で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは」を「次に掲げる

ものにあっては」に改め、同号に次のように加える。 

ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの 
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イ 分離型のものにあっては、充電ポスト 

第１１条の２第１項第２号に次のただし書を加える。 

ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。 

第１１条の２第１項第６号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同項

第７号中「急速充電設備と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気自動

車等に接続され､｣に、「接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等から」に

改め、同項第１１号中「緊急停止させることができる措置を講ずる」を「緊急に

停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたとき

に、速やかに操作することができる箇所に設ける」に改め、同項第１２号中「自

動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め、同項第１３号中「（充電用

ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同

じ｡)」を削り、同項第１６号中「当該蓄電池」の次に「（主として保安のために

設けるものを除く｡)」を加え、同項第１８号を同項第１９号とし、同項第１７号

を同項第１８号とし、同項第１６号の次に次の１号を加える。 

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主

として保安のために設けるものを除く｡)を内蔵しないこと。 

 第１６条第１項中「いう｡｣の次に「以下同じ｡｣を加える。 

第２３条第３項を削り、同条第４項第２号中「併せて図記号による標識を設け

るときは、別表第７に定めるものとしなければならない」を「健康増進法（平成

１４年法律第１０３号）第３３条第２項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合

においては、この限りでない」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の

１項を加える。 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けると

きは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっ

ては国際標準化機構が定めた規格第７０１０号又は日本産業規格Ｚ８２１０に
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適合するものとし、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあって

は国際標準化機構が定めた規格第７００１号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適

合するものとしなければならない。 

第２３条第５項中「前項第２号」を「第３項第２号」に改める。 

別表第４から別表第７までを次のように改める。 

別表第４から別表第７まで 削除 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の２第１項の改正規

定及び次項の規定は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１１条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事が

されている改正後の生駒市火災予防条例（以下「新条例」という｡)第１１条の

２第１項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に  関する基準

の適用については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中「

喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正

する法律（平成３０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定により読み替え

て適用される健康増進法第３３条第２項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識

」と読み替えるものとする。 

４ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第２

３条第２項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、同

条第４項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従

前の例による。 
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議案第  37 号  

 

生駒市副市長の選任について  

 

生駒市副市長に下記の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１６２条の規定により、議会の同意を求める。  

記  

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   山  本   昇  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

  令和５年６月８日提出  

                     生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  38 号  

 

生駒市農業委員会委員の任命について  

 

生駒市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。  

記  

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   稲  葉  健  三  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   松  尾  克  已  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   奥  野  通  孝  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   岩  前  利  典  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  
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住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   山  角  ひ  ろ  子  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   田  中  良  治  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   今  井  正  徳  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

  

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   中  井  啓  二  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   有  山  富  士  美  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

住   所   生駒市●●●●●●●●  

氏   名   岡  田  啓  秀  

生年月日   昭和●●年●●月●●日  
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  令和５年６月８日提出  

                     生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  39 号  

 

生駒市病院事業推進委員会委員の委嘱について  

 

 生駒市病院事業推進委員会の委員に下記の者を委嘱したいから、生駒市病院事

業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）第１７条第４項

の規定により、議会の同意を求める。  

記  

住   所   生駒市●●●●●●●●  

 氏   名   伊  木  ま  り  子  

 生年月日   昭和●●年●●月●●日  

 

 令和５年６月８日提出                     

                      生駒市長  小  紫  雅  史  
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